
2月 11日・建国記念の日

（如月） FEBRUARY

合併する市町村間の市町村税の税率が異なっている場合に、合
併後直ちに同一の税率で課税することがかえって住民の負担にと
って不均衡が生じると考えられるときに、合併が行われた年度及
びこれに続く5年度に限り不均一の課税をすることができる制度。
平成の大合併で、不均一課税を採用する市町村が増えています。
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2月の税務と労務

地方税の不均一課税

国　税／平成17年分所得税の確定
申告 2月16日～3月15日
（還付申告は申告期間前で

も受け付けられます）
国　税／贈与税の申告

2月1日～3月15日
国　税／1月分源泉所得税の納付

2月10日
国　税／12月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 2月28日
国　税／6月決算法人の中間申告

2月28日

国　税／3月、6月、9月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合） 2月28日

国　税／決算期の定めのない人格
なき社団等の法人税の申
告及び納付 2月28日

地方税／固定資産税の第 4期分の
納付
市町村の条例で定める日



本
年
も
所
得
税
の
確
定
申
告
の
時
期

と
な
り
ま
し
た
。
還
付
申
告
に
つ
い
て

は
既
に
一
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、

納
付
額
が
あ
る
人
に
つ
い
て
は
二
月
十

六
日
か
ら
受
付
と
な
り
ま
す
。

以
下
、
平
成
十
七
年
分
の
確
定
申
告

の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１
　
確
定
申
告
の
対
象
者

確
定
申
告
の
対
象
者
は
、
大
き
く
二

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
区
分
で
き
ま
す
。

一
つ
は
確
定
申
告
が
法
律
的
に
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
人
、
も
う
一
つ
は
義

務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
申
告
す
る
こ
と

に
よ
り
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
ら
れ

る
人
で
す
。

①

個
人
で
事
業
を
行
っ
て
お
り
納
税

額
が
あ
る

②

不
動
産
収
入
が
あ
る
人
で
納
税
額

が
あ
る

③

給
与
が
年
間
二
、
〇
〇
〇
万
円
を

超
え
る

④

二
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら
っ

て
い
る

⑤

同
族
会
社
の
役
員
で
、
そ
の
会
社

に
不
動
産
や
事
業
資
金
を
貸
し
付
け
、

使
用
料
・
利
息
等
を
受
け
取
っ
て
い

る
⑥

平
成
十
七
年
中
に
土
地
等
の
譲
渡

が
あ
っ
た

⑦

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

が
二
〇
万
円
を
超
え
る

①
　
雑
損
控
除
を
受
け
る

②
　
医
療
費
控
除
を
受
け
る

③
　
寄
付
金
控
除
を
受
け
る

④
　
配
当
控
除
を
受
け
る

⑤
　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る

２
　
平
成
十
七
年
分
の
留
意
点

a

老
年
者
控
除
の
廃
止

平
成
十
七
年
分
か
ら
、
六
五
歳
以
上

で
、
合
計
所
得
金
額
が
一
千
万
円
以
下

の
者
に
対
し
て
五
〇
万
円
を
控
除
す
る

老
年
者
控
除
が
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

s

国
民
年
金
等
の
支
払
証
明
書
の
添

付
が
必
要
に

従
来
、
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

証
明
書
の
添
付
ま
た
は
提
示
が
不
要
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
十
七
年
分
よ
り

社
会
保
険
料
の
う
ち
国
民
年
金
保
険
料

等
（
国
民
年
金
基
金
の
掛
金
を
含
む
）

に
つ
い
て
、
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
証

明
書
を
添
付
ま
た
は
提
示
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

d

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

適
用
対
象
と
な
る
中
古
住
宅
の
範
囲

に
、
地
震
に
対
す
る
安
全
上
必
要
な
構

造
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
ま
た
は

こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
適
合
す
る
一

定
の
中
古
住
宅
が
追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

f

寄
付
金
控
除

寄
付
金
控
除
の
控
除
対
象
限
度
額
が
、

総
所
得
金
額
等
の
三
〇
％
相
当
額
（
改

正
前
二
五
％
）
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。

g

定
率
減
税
の
継
続

平
成
十
一
年
以
降
の
各
年
分
の
所
得

税
額
に
つ
い
て
二
〇
％
相
当
額
（
二
五

万
円
が
限
度
）
が
減
税
と
な
る
措
置
が

十
七
年
分
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
平
成
十
八
年
分
は
減
税
額
が

半
分
の
一
〇
％
相
当
額
（
一
二
万
五
千

円
が
限
度
）
と
な
る
よ
う
に
決
ま
っ
て

い
ま
す
。

2月号 2

確定申告のポイント 

 

注意 
国民年金等の 
支払証明書に 

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
人
（
主
な
例
）

所
得
税
の
還
付
を

受
け
ら
れ
る
ケ
ー
ス
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■所得税額速算表 

■確定申告書チェック表 

■住民税額速算表（所得割） 
課税総所得金額（A） 税率 

（B） 
控除額（C） 

課税所得金額 
税率 控除額 税額＝ 

（A）×（B）－（C） 超 以下 超 以下 

 3,300,000円以下 

3,300,000円  9,000,000円 

9,000,000円  18,000,000円 

 18,000,000円超 

10％ 

20％ 

 30％ 

37％ 

－ 

200 

700

－ 

10 

31

200 

700 

－ 

5 

10 

13

－　　 

330,000円 

1,230,000円 

2,490,000円 

（A）×10％ 

（A）×20％－330,000円 

（A）×30％－1,230,000円 

（A）×37％－2,490,000円 

万円 

 

万円 

 

％ 

 

万円 

 

（平成17年分用） 

 

営業・農業・その他の事業・不動産所得等については、収支内訳書の添付が必要です。 

給与所得等の源泉徴収票は、原本が添付されていますか。 

還付申告書を提出する場合は、給与所得以外の所得が20万円以下であっても、含めて申告します。 

損益通算のできる損失は、不動産・事業・譲渡（注）・山林所得です。 

補てん金は、未収であっても、見積りにより控除します。 

差引負担額から10万円（又は所得金額の5％か、いずれか少ない金額）を、差し引いてありますか。 

領収書の添付または提示がされていますか。 

領収書、証明書等の添付がされていますか。 

扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人（昭和58.1.2～平成２.1.1生まれ）で、控除額は

63万円です。 

（1）寡婦 ①死別・離婚……扶養親族又は一定の生計を一にする子があれば、所得制限なし。 

 ②死別……………合計所得金額が500万円以下。 

 ③特別の寡婦……扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下。 

（2）寡夫 死別・離婚とも一定の生計を一にする子があり、かつ合計所得金額が500万円以下。 

合計所得金額が1,000万円超なのに適用していませんか。 

控除金額は、最高38万円です。 

対象となる配当所得は、利益の配当・剰余金分配等です。 

控除額は、課税総所得金額1,000万円以下は10％、それを超える部分は5％になります。 

申告書の住宅借入金（取得）等特別控除欄の「居住年月日」等は、すべて記入がありますか。 

添付書類の不足はないですか。 

 
（1）新築・中古家屋の場合 

 ①家屋（土地）の登記簿謄本又は抄本 

 ②請負契約書又は売買契約書の写し 

 ③住民票 

 ④住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 

 ⑤昭和56年以前の中古住宅（17年4月以後取得分に限る）は、耐震基準を満たしたことの証 

 　明書 

（2）増改築をした家屋の場合 

 上記（1）の各種の書類の他に「建築確認の通知書の写し」若しくは「検査済証の写し」又は、 

 「増改築等工事証明書」
 

未払いの源泉所得税額も含めて記載します。 

黒字の金額は、100円未満の端数は切り捨て。 

第一期・第二期とも、未納があっても記載して下さい。 

項　目 区分 

共　　　　　通 

医　　療　　費 

寄　　付　　金  

特定扶養親族 

寡 　 婦 （ 夫 ） 

配偶者特別控除  

配　当　控　除 

住宅ローン控除 

源泉徴収税額 

申 告 納 税 額  

予 定 納 税 額  

所
得
金
額 

 

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額 

税
額
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額 

そ
の
他 

チェックの内容 

（注）一定の居住用財産以外の土地・建物等を除く。 



2月号 4

商
店
や
会
社
が
、
所
有
地
内
の
空
い
た

ス
ペ
ー
ス
に
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
の
自
動
販
売

機
を
置
く
と
い
う
こ
と
は
珍
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
自
動
販
売
機
を

ど
こ
に
置
く
か
に
よ
っ
て
、
消
費
税
額
が

変
わ
る
こ
と
が
あ
る
の
を
ご
存
知
で
し
た

で
し
ょ
う
か
？

簡
易
課
税
適
用
事
業
者
が
、
店
先
や
ビ

ル
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
な
ど
に
自
動
販
売
機

を
設
置
し
、
飲
料
を
販
売
す
る
場
合
に
は
、

購
入
者
が
事
業
者
で
あ
れ
ば
第
一
種
事
業

（
卸
売
業
）
に
、
購
入
者
が
消
費
者
で
あ

れ
ば
第
二
種
事
業
（
小
売
業
）
に
区
分
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
実
務
上
は
、
購

入
者
を
明
確
に
区
分
す
る
こ
と
は
困
難
な

の
で
第
二
種
事
業
と
処
理
さ
れ
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
）。

た
だ
し
、
食
堂
な
ど
に
設
置
さ
れ
た
自

動
販
売
機
に
よ
る
飲
料
の
販
売
は
「
飲
食

店
業
」
の
売
上
と
し
て
第
四
種
事
業
に
区

分
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
食
堂
の
中
で
購

入
し
た
飲
み
物
は
食
堂
の
中
で
飲
ま
れ
る

た
め
、
食
堂
が
行
う
料
理
等
の
提
供
と
何

ら
変
わ
ら
な
い
と
い
う
解
釈
な
の
で
す
。

業
績
の
回
復
等
に
よ
り
、
遡
及
的
に

役
員
報
酬
を
増
額
改
訂
し
て
一
括
支
給

し
た
場
合
に
は
、
た
と
え
そ
の
支
給
額

が
、
株
主
総
会
の
決
議
で
定
め
ら
れ
た

報
酬
限
度
額
以
下
で
あ
っ
て
も
原
則
と

し
て
そ
の
増
額
部
分
は
役
員
賞
与
と
さ

れ
、
損
金
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、

予
定
さ
れ
た
基
準
に
基
づ
く
規
則
的
・

定
期
的
な
給
与
で
は
な
い
こ
と
や
利
益

処
分
的
性
格
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
次
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満

た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
遡

及
増
額
改
訂
に
よ
る
一
括
支
給
額
が
役

員
報
酬
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

①

そ
の
決
議
が
定
時
に
開
催
さ
れ
る

株
主
総
会
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

②

増
額
改
訂
が
そ
の
決
議
の
日
の
属

す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
以
後
に
行

わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と

自
動
販
売
機
の
設
置
場
所
で
消
費
税
額
が
変
わ
る
？

私と姉は、相続により取得した土

地（更地で200㎡）を各２分の１ず

つの持分で共有しています。この度、

姉はこの持分をある会社に売却するというの

で、相続した土地を２筆に分割し、分割後の

土地をそれぞれ単独所有にしたいと考えてい

ます。

角地になるＡ地を姉が、残りのＢ地を私が

取得しようと考えていますが、角地であるＡ

地の方が価値が高いと思われますので、実際

には、Ａ地90㎡を姉の名義に、Ｂ地110㎡を

私名義にするつもりです（Ａ地とＢ地は同価

値）。このような分割をした場合、譲渡所得税

がかかってしまうのでしょうか？

分割の面積に関係なく、分割後の

それぞれの土地の価額の割合が、客

観的にみて共有持分の割合に等しい

ものであれば、その分割による土地の譲渡は

なかったものとされ、譲渡所得税は課税され

ません。

【解説】 共有物の持分権は、一の所有権につ

いて区画された持分を示すものではなく、相

互にその所有権全体に及ぶものと考えられま

す。

したがって、２以上の者が共有している一

の資産をそれぞれの持分にしたがって分割し

た場合には、各共有者の持分の交換による移

転があったものと考えられます。

しかし、共有関係にある一の資産を現物で

分割するということは、その資産の全体に及

んでいた共有持分権が、その資産の一部に集

約されただけに過ぎず、資産の譲渡による収

入の実現があったといえるだけの経済的実態

は備わっていないと考えられます。

そこで、個人が他の者と資産を共有してい

る場合において、その共有に係る一つの資産

についてその持分に応ずる現物分割があった

ときは、その分割による資産の譲渡（持分の

交換）はなかったものとして取り扱われ、譲

渡所得税は課税されません。

共有地の分割

役
員
報
酬
の
遡
及
増
額
改
訂
の
場
合
に
お
け
る

原
則
と
例
外

税金 

メモ 
一口 




